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第
54
回
を
迎
え
た
伝
統
の

戦
い｢

羽
咋
郡
市
中
学
校
相

撲
大
会｣

。
羽
咋
郡
市
の
５

中
学
校
（
羽
咋
中
、
邑
知
中
、

宝
達
中
、
志
賀
中
、
富
来
中
）

が
羽
咋
市
の
唐
戸
山
相
撲
場

に
集
結
し
、
熱
戦
を
繰
り
広

６／２㈫

富来中学校：団体３位 志賀中学校：団体 ２位、個人 ３位 岡島 蓮（手前左）

第54回

羽
咋
郡
市
中
学
校
相
撲
大
会

げ
た
。

　

昨
年
、
５
連
覇
を
遂
げ
た

志
賀
中
は
、
６
連
覇
を
懸

け
、
予
選
を
ト
ッ
プ
通
過
し

た
。
さ
ら
に
富
来
中
も
、
予

選
リ
ー
グ
４
位
で
決
勝
に
コ

マ
を
進
め
た
。

　

決
勝
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
で
は
、

志
賀
中
と
富
来
中
、
宝
達
中

と
羽
咋
中
が
対
戦
。
志
賀
中

が
４
対
１
で
勝
ち
進
み
、
富

来
中
の
３
位
が
決
定
し
た
。

　

決
勝
は
、
志
賀
中
と
羽
咋

中
の
対
戦
。
熱
い
声
援
の
中
、

志
賀
中
は
２
対
３
で
羽
咋
中

に
惜
し
く
も
破
れ
、
２
位
と

な
っ
た
。

　

志
賀
中
の
選
手
た
ち
は
、

｢

優
勝
は
逃
し
た
が
、
み
ん

な
の
応
援
が
力
に
な
っ
た｣

と
感
謝
の
言
葉
を
述
べ
、「
来

年
は
、
絶
対
優
勝
し
た
い
」

と
誓
い
を
込
め
た
。
惜
し
く

も
連
覇
を
果
た
せ
な
か
っ
た

が
、
今
ま
で
の
先
輩
の
偉
大

さ
、
勝
つ
こ
と
は
当
た
り
前

で
な
い
こ
と
を
痛
感
す
る
大

会
と
な
っ
た
。

　

今
年
も
選
手
た
ち
は
先

生
・
保
護
者
・
地
域
の
方
々

の
指
導
の
も
と
、
毎
日
の
練

習
に
励
み
、
そ
の
力
を
十
二

分
に
発
揮
し
た
。

　

来
年
は
、
今
年
の
経
験
が
、

ど
う
成
績
に
結
び
つ
く
の

か
、
見
所
で
あ
る
。
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第
37
回｢
志
賀
町
子
ど
も

会
相
撲
大
会｣
が
上
熊
野
小

学
校
で
開
催
さ
れ
、
町
内
の

８
小
学
校
２
２
２
人
が
熱
戦

を
繰
り
広
げ
た
。

　

団
体
は
、
32
チ
ー
ム
に

よ
る
予
選
リ
ー
グ
の
後
、

上
位
16
チ
ー
ム
で
決
勝

ト
ー
ナ
メ
ン
ト
を
行
っ
た
。

低
学
年
の
部
は
堀
松
小
学

６／21㈰

第37回

志
賀
町
子
ど
も
会
相
撲
大
会

家から
バス停まで
の距離志賀小学校建設検討委員会だより　　　 　　

志賀小学校建設検討委員会事務局
☎３２- ９３６０

　

デ
ザ
イ
ン
は
、
高
浜
小
学
校
卒
業
生

で
、
石
川
県
観
光
Ｐ
Ｒ
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
「
ひ
ゃ
く
ま
ん
さ
ん
」
の
考
案

者
で
あ
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
田
中
聡
美
さ

ん（
金
沢
市
在
住
）に
依
頼
し
ま
し
た
。

　

７
つ
の
小
学
校
が
統
合
し
、
み
ん
な
仲

良
く
学
べ
る
よ
う
に
七
角
形
を
モ
チ
ー

フ
に
し
て
い
る
こ
と
や
、
七
角
形
の
姿
が

帆
船
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
新
た
な
歴

史
の
門
出
と
な
る
よ
う
に
と
、
田
中
さ

ん
の
強
い
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
志
賀
町
の

町
木
で
あ
る
「
も
ち
の
木
」
で
、
花
言
葉

は
、「
時
の
流
れ
」。
ふ
る
さ
と
志
賀
町

の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
の
中
で
、
子

ど
も
た
ち
が
将
来
に
向
け
て
の
夢
や
目

標
、
大
切
な
友
だ
ち
な
ど
、
た
く
さ
ん

の
宝
物
が
実
る
場
で
あ
る
よ
う
に
と
の

願
い
も
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
帆
船
は
『
里
海
』
を
、
も
ち
の

木
は『
里
山
』を
表
現
し
て
い
ま
す
。

▲町内イベントに参加したひゃくまんさん

志賀小学校の校章が決定しました！

№20

《団体低学年》
　①堀松　②加茂
　③高浜・志加浦

《 〃高学年》
　①高浜Ａ ②堀松Ａ 
　③上熊野Ａ・土田Ａ

校
が
、
高
学
年
の
部
は
高

浜
小
学
校
が
制
し
た
。

　

児
童
や
保
護
者
の
熱
い

声
援
の
中
、
個
人
戦
で
も

激
戦
を
繰
り
広
げ
た
。

　

志
賀
地
域
の
７
校
は
来

春
統
合
す
る
た
め
、
８
校

で
の
大
会
は
、
今
年
で
最

後
と
な
る
。

《個人女子》
　１･ ２年①高愛（富来）
　３年①西村莉依（高浜）
　４年①万谷渚紗（富来）
　５年①橋本帆乃花（高浜）
　６年①橋本望恵（富来）

《個人男子》
　１・２年①大黒敬太（高浜）
　３年①万年信行（高浜）
　４年①赤坂和哉（高浜）
　５年①若松弘太（高浜）
　６年①竹中樹（上熊野）
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　今回の更新に伴い、保険証の色がオレンジ色から青色に変わります。
また、レイアウトも新しくなります。平成 27 年度の新しい保険証（青
色）は、７月中旬から簡易書留で送付しますので、８月以降に受診の際
は、青色の保険証を忘れずに提示してください。

※後期高齢者医療制度加入直前に被用者保険※の被扶養者であった人は保険料が軽減されますが、関係機関などからの
情報遅れのため、適用されていない場合があります。その場合は、広域連合または住民課まで申し出てください。

　　※被用者保険 ･･･ 会社員、公務員、船員などの人が加入する医療保険（国民健康保険は該当しません）

平成 27 年度から、低所得者に適用される保険料均等割軽減の判定所得が見直されました。

・５割軽減については、33万円＋ 26 万円×被保険者数（24.5 万円⇒ 26 万円）

・２割軽減については、33万円＋ 47 万円×被保険者数（45万円⇒ 47 万円）

※判定所得は、世帯の被保険者および世帯主の合計所得です。

　世帯全員が住民税非課税の場合は、病院などを受診する際の自己負担限度額や食事代などが軽減されます。
該当する人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しますので、住民課または富来支所で申請して
ください。

※現在「限度額適用・標準負担額減額認定証」を持っている人で、８月以降も認定要件にあてはまる場合には、保険

　証と一緒に新たな認定証を送付します（再度の申請は必要ありません）。

後期高齢者医療被保険者証　　新しい保険証を送付します

保険料額決定通知書　　前年中の所得をもとに保険料を決定して通知します

保険料の軽減に係る所得判定基準の見直しについて

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について

送付される封筒

保険証（表）

保険証（裏）

印

見本

後期高齢者医療制度に加入している皆さんへ

❶使用できるのは平成 27年８月１日からです。

❷現在の保険証は、平成 27年７月 31 日で期限切れとなります。
　８月１日以降は使用できませんので、廃棄してください。

※有効期限内であっても、世帯構成の変更や所得更正などにより自己負担割
　合に変更があった場合は、新しい保険証を交付します。それまでの保険証
　は住民課、または富来支所へ速やかに返却してください。

※医療機関での自己負担の割合（１割または３割）は、前年中の所得を基に
　決定します。

※保険証の裏面に「臓器提供意思表示」欄を設けています。「臓器提供意思表
　示」欄に貼るための目隠しシールが必要な人は、住民課および富来支所で
　渡します。

問石川県後期高齢者医療広域連合　☎ 076-223-0140　　問住民課　☎ 32-9121

石川県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ

７月
中旬～

７月
中旬～

保険料の
軽減対象者が

拡大！
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②認定証の交付
（※）窓口支払いの上限額（月当たり）は、
　  年齢や所得に応じて異なります。

●「認定証」を提示しない場合は、従来どおりの高額療養費の支給申請の手続きになります。
　（窓口に自己負担額を支払い後、高額療養費の支給申請をしていただき、支払った窓口負担と限度
　 額の差額が、後日支給されます。）

事前に
①認定証の申請

③認定証を提示
　窓口支払いが
　一定上限額に（※）

住民課・富来支所窓口 病院・薬局など

これにより、一度に多額のお金を立て替える必要がなくなります。
入院または高額な外来診療受診者 事前の手続き 病院・薬局などの窓口で

・70 歳未満の人

・70 歳以上の非課税世帯などの人

住民課または富来支所で
｢認定証｣ ( 限度額適用認定証 )
の交付を申請してください

｢保険証｣・｢認定証｣を
提示してください

・70 歳以上 75 歳未満で
　非課税世帯などではない人

必要ありません ｢保険証｣・｢高齢受給者証｣を
提示してください

・75 歳以上で
　非課税世帯などではない人

必要ありません ｢保険証｣を提示してください

⬆

 入院または高額な外来診療を受けたとき

70 歳から 74 歳までの国民健康保険加入者の人へ

７月は高齢受給者証の更新時期です
　現在お持ちの高齢受給者証は７月 31 日で有効期限を迎え
るため、新しい高齢受給者証を７月中旬以降に送付します。
一部負担金の割合は、前年の所得により決まりますので、受
け取り後、内容に誤りがないか確認してください。

74 歳までの国民健康保険加入者で、『限度額適用認定証』
『限度額適用・標準負担額減額認定証』を持っている人へ

「
認
定
証
」
な
ど
を
提
示
す
れ
ば

窓
口
で
の
支
払
い
が

一
定
の
金
額
に
と
ど
め
ら
れ
ま
す
!!

　現在の証は、７月 31日で有効期限を迎えます。
引き続き必要な人は、住民課または富来支所で申請をお願いします。

・高齢受給者証は、70 歳の誕生日の翌月
　から適用されます。
・後期高齢者医療制度の対象となる一定の
　障害があると認定された人は除きます。
・病院にかかるときは「高齢受給者証」と
　「保険証」を持参してください。

申請・詳細については ･･･ 問住民課　☎ 32-9121　※富来支所総合窓口でも申請できます。

　志賀町国民健康保険では、毎年、国民健康保険の加入世帯で国民健康保険税を
完納していて、当該年度に医療機関の受診がない世帯に記念品を贈呈しています。

志賀町国民健康保険 優良家庭報償事業 のご案内

※特定健康診査を受けていること、ならびに受診結果に「要医療」と判定されていない
　ことが必要要件に加わりますので注意してください。

志賀町国民健康保険からのお知らせ


